障害者権利条約批准・インクルージョン教育推進ネットワーク
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条約批准に向けて、国内法の整備を！

合理的配慮って何？
合理的配慮をしないことは差別です
障害をもつ個人の教育を受ける権利を実現するために、
· 障害のある個人に必要とされる合理的配慮が提供され〔第24条２(c)項〕、
· 初等・中等教育については、自己の住む地域社会でインクルーシブな教育に障害をもつ個人がアクセスすることができる〔同２（b）項〕としています。
以上のことから、条約では、地域の普通小中高等学校で、教育を受けるための合理的配慮を保障しています。
つまり、個人の権利を保障し、必要な変更や調整（合理的配慮）が行われないのは差別されているということになります。
例えば、合理的配慮・必要な支援として・・・

（a）学校設備について
バリアフリー化された学校の設備　段差の解消　エレベーター　点字ブロック　使いやすいトイレの設置など

（b）普通学級の環境整備について
①　学級定数の小規模化

②　人的な確保

副担任　ティーム・ティーチング　手話通訳　要約筆記者　ノートテイカー　対面朗読　音訳者　介助者　知的障害をもつ個人へのコミュニケーション支援　医療行為を行う人など

（ｃ）　教育課程について　

　①　教授方法の見直し・変更

画一的なカリキュラムの変更。例えば、知的障害をもつ生徒が同一教材で学ぶための指導方法の工夫。視覚障害をもつ生徒への体育や美術科等での指導法の工夫など
②　試験や評価の見直し・変更

試験時間の延長、評価方法の変更など

（ｄ）　教科書と教材について

点字教科書　教材　拡大図書　拡大文字による副教材　拡大読書機　地球儀や地図等の触覚副教材　音声教材　字幕　磁気ループなどの補聴設備など
（e）　その他　学校生活を送るに当たって必要なこと。学校内外を含む。たとえば通学の保障等。
Q＆A Q＆A Q＆A Q＆A Q＆A
Ｑ１　合理的配慮の定義に「一方的又は過度の負担を課さない程度の過重や負担」（第二条）とありますが、これは、結果として合理的配慮がなされないこともあるということですか？
Ａ　今後「合理的配慮」の中味があらゆる場面で吟味されていくことになります。社会の成熟度や社会資源の量、護られるべき権利や自由の内容によって、この合理的配慮の中味は変わるし、障害者の要求する権利保障の幅によって変わってきます（財源がないということが過重な負担ということにもなります）。ですが、その理由により、合理的配慮が全て否定されるのではありません。例えばエレベーター設置の代わりに他の人的援助や物理的配慮等がなされるなど、他の人的物的財源によりその権利保障は当然行われます。要求される権利が無くなったわけではないのです。

Ｑ２　「合理的配慮」とか「必要な支援」と称して分離が強制されることはないですか？
Ａ　「合理的配慮」や「必要な支援」は強制されるものではなく、個人の了解のもとでなされないといけません。また、現在日本で進められている特別支援教育は、「必要な支援」ではなく「個別支援」でしかありません。特別支援教育がインクルージョンの思想・目標を持ち合わせていない以上、個別支援にしか当たらないのです。条約との整合性を考えるのなら、個別支援もフルインクルージョンの目標に則し、社会性の発達が最大限保障されるものでなければいけません。

Ｑ３　「特別なニーズ」と「合理的配慮」の違いはなんですか？　
Ａ　これまでの基準規則やサラマンカ宣言では「特別なニーズ」という言葉が使われてきましたが、権利条約では「合理的配慮」に置き換えられています。権利条約では「特別なニーズ」は1回使用されているだけです。これは、何が差別かを明確にするためです。「合理的配慮」と「必要な支援」が一緒になったものが「特別なニーズ」であり、この中の「合理的配慮」とはそれ自体がなされないことが差別であるものです。（「必要な支援」がフルインクルージョンの目標に乗っ取ったものであることは上述の通りです。）

Q＆A Q＆A Q＆A Q＆A Q＆A
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